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平成２７年第２回羅臼町議会臨時会（第１号） 

 

平成２７年５月２２日（金曜日）午前１０時開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 町長行政報告 

 日程第 ５ 議案第３４号 羅臼町副町長の選任につき同意を求めることについて 

 日程第 ６ 議案第３０号 平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第 ７ 議案第３１号 平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正

予算 

 日程第 ８ 議案第３３号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

（日程第７ 議案第３１号及び日程第８ 議案第３３号２

件一括） 

 日程第 ９ 議案第３２号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 村 山 修 一 君    副議長  ９番 佐 藤   晶 君 

       １番 加 藤   勉 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 宮 腰   實 君 

       ５番 小 野 哲 也 君         ６番 坂 本 志 郎 君 

       ７番 松 原   臣 君         ８番 鹿 又 政 義 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  湊 屋   稔 君   副  町  長  鈴 木 日出男 君 

 教  育  長  山 﨑   守 君   企画振興課長         川 端 達 也 君 

 総 務 課 長         太 田 洋 二 君   税務財政課長         高 橋 力 也 君 

 納税担当課長         長 屋 修 二 君   環境生活課長         五十嵐 勝 彦 君 

 保健福祉課長         対 馬 憲 仁 君   保健福祉課長補佐         洲 崎 久 代 君 
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 地域包括支援センター課長         斉 藤 健 治 君   水産商工観光課長         堺   昇 司 君 

 水産商工観光課長補佐  平 田   充 君   水産商工観光課長補佐  田 澤 道 広 君 

 建設水道課長         北 澤 正 志 君   学 務 課 長  中 田   靖 君 

 社会教育課長         石 田 順 一 君   会 計 管 理 者         野 理 幸 文 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         松 田 伸 哉 君   次     長  丸 山   晃 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告         

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、平成２７年第２回羅

臼町議会臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、１番加藤勉君及び４番宮腰實

君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日１日にしたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果について報告がありました。資料は、議長の

手元に保管しています。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 
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○議長（村山修一君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 行政報告を行います。 

 幌萌地区、海岸隆起及び地すべりについてであります。 

 このことにつきましては、第１回臨時議会において状況報告をさせていただきました

が、その後の状況について御報告をさせていただきたいと思います。 

 海岸への土砂流失防止や被災箇所の観測、調査、監視体制について北海道に要請をして

おりましたが、現地の地形や地質調査をするための測量及びボーリング調査と、６カ月間

継続して地すべりを監視し、大きな動きがあれば国土交通省で定めた基準を使ったサイレ

ンや回転灯を点灯し、避難勧告やさらなる立ち入りの規制等に役立てるひずみ計観測等を

用いた監視業務、さらには隆起した部分の変動調査を実施するとの報告を受けておりまし

たが、早速５月１１日から委託業者が現地に入って作業中であります。 

 なお、調査期間は現在のところ１２月２５日までの日程としており、これらをもとに地

すべりの原因を解明するとともに、今後に向けた効果的な対策を計画することと聞いてお

ります。 

 今後も調査機関などから情報提供をいただくとともに、関係機関と協議しながら対処し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山修一君） これで、行政報告は終わりました。 

 ここで、暫時休憩します。 

午前１０時０３分 休憩 

────────────── 

午前１０時０４分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第３４号 羅臼町副町長の選任につき同意を求めることにつ 

いて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第５ 議案第３４号羅臼町副町長の選任につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案第３４号羅臼町副町長の選任につき同意を求めることについ

て。 

 羅臼町副町長に次の者を選任したいので、地方自治法第１６２条の規定により議会の同
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意を求めるものであります。 

 住所につきましては、目梨郡羅臼町麻生町４３番地でございます。氏名につきまして

は、鈴木日出男。生年月日、昭和２７年３月１８日、６３歳でございます。任期につきま

しては、平成２７年６月２２日から平成３１年６月２１日まででございます。 

 鈴木日出男氏は、昭和４５年より羅臼町職員として長年勤務しており、平成１９年より

８年間副町長としての経験もあり、識見ともに副町長として最適任でありますので、満堂

の御賛同を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３４号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第３４号羅臼町副町長の選任につき同意を求めることにつ

いては、同意することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

午前１０時０６分 休憩 

────────────── 

午前１０時０７分 再開 

○議長（村山修一君） 再開します。 

 ここで、副町長に選任されました鈴木日出男君より発言の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

 鈴木日出男君。 

○副町長（鈴木日出男君） お許しをいただきましたので、一言御挨拶をさせていただき

ます。 

 ただいま、副町長の選任につきまして、議員皆様の御高配により全会一致で同意をいた

だきまして、三度就任させていただくことになりました。心から御礼申し上げます。大変

光栄でありますとともに、その職責の重大さを改めて身の引き締まる思いをいたしている

ところでございます。 

 これまで、前脇町長のもとで議員皆様方に多くの指導をいただいてまいりました経験を

生かし、湊屋町長が進める町民の皆さんと一緒に考え行動していく、このまちづくりのた

めに職員とともに町民の声をよく聞き、町民のための行政運営を誠心誠意努力してまいり

たいと考えてございます。 

 議員の皆様方におかれましても、なお一層の私に対する御指導、御協力をお願い申し上
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げまして、お礼の言葉とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第３０号 平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第６ 議案第３０号平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正

予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案第３０号平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算でござ

います。 

 また、この後予定されております議案３１号、３２号、３３号につきまして、副町長並

びに担当課長から内容について説明をさせますので、御審議、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村山修一君） 副町長。 

○副町長（鈴木日出男君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第３０号平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 平成２７年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,８１６万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３５億９,３７９万６,０００円とする。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入。 

 １８款１項繰越金１,４７３万２,０００円を追加し、１,４７３万３,０００円。 

 １９款諸収入１,３４３万５,０００円を追加し、４,９０６万６,０００円。４項雑入

１,３４３万５,０００円を追加し、４,８５３万円。 

 歳入合計２,８１６万７,０００円を追加し、３５億９,３７９万６,０００円。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費２,４７３万２,０００円を追加し、４億４,８４３万３,０００円。１項社会

福祉費２,４７３万２,０００円を追加し、３億５,１６６万９,０００円。 

 ８款教育費３４３万５,０００円を追加し、３億１,２７４万５,０００円。３項中学校

費２４６万３,０００円を追加し、８,５８４万９,０００円。５項社会教育費９７万２,０

００円を追加し、２,７５８万７,０００円。 
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 歳出合計２,８１６万７,０００円を追加し、３５億９,３７９万６,０００円。 

 ４ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の説明でございます。 

 １８款１項１目繰越金１,４７３万２,０００円の追加でございます。補正する一般財源

を繰越金に求めているものでございます。 

 １９款諸収入４項雑入３目雑入１,３４３万５,０００円の追加でございます。豪雪によ

る公共施設の復旧に伴います費用の一部を、町有物件災害共済費に求めるものでございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費２目社会福祉施設費２,４７３万２,０００円の追加でござい

ます。豪雪によりまして、知松福祉館の集会部分が崩落し、面積を縮減して改修すること

としたものでございます。この改修に当たりましては、知昭町内会、松法町内会の役員の

皆様方の御意見もいただきながら、最善の補修ということで実施をするものでございま

す。 

 なお、改修する詳細の図面につきましては、参考資料１ページに示してございますの

で、後ほどお目通しをいただければというふうに思います。 

 ８款教育費３項中学校費１目学校管理費２４６万３,０００円の追加でございます。羅

臼中学校の、これも豪雪による被害があったものでございまして、羅臼中学校の体育館の

集合煙突２本、校舎に１本、それぞれ３本あるわけですけれども、体育館の１本が既にも

う倒壊をしてしまったと。あと残り１本、校舎の１本につきましても老朽が著しく、この

まま放置すると危険というようなこともございますので、３本とも撤去をするという内容

でございます。 

 ５項社会教育費２目公民館費９７万２,０００円の追加でございます。このことにつき

ましても、豪雪による圧迫によりまして公民館の外壁が破損をしたところでございまし

て、その修繕でございまして、その費用につきましては全額災害共済金を充てるものとし

てございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３０号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３０号平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 議案第３０号平成２７年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第３１号 平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別 

会計補正予算 

◎日程第８ 議案第３３号 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第７ 議案第３１号平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険

事業特別会計計補正予算及び日程第８ 議案第３３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例制定についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（対馬憲仁君） 議案の８ページをお願いいたします。 

 議案第３１号平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 平成２７年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 ９ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税１,２９８万１,０００円を減額し、４億１,２８６万１,０００

円。 

 ９款繰入金１,２９８万１,０００円を追加し、９,４０８万円。２項基金繰入金１,２９

８万１,０００円を追加し、４,４９１万３,０００円。 

 歳入合計、補正額はございません。歳出の補正額もございません。 

 １１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書。 

 歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税から１,２９８万１,０００円

を減額するものでございます。内容につきましては、国民健康保険税の当初課税に当た

り、課税額の試算を行ったところ、予算計上額に不足を生じる見込みとなったことから、

医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分をそれぞれ減額するものでございま
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す。 

 ９款繰入金２項１目基金繰入金に１,２９８万１,０００円を追加するものでございま

す。内容につきましては、国民健康保険税の当初課税に当たり不足を生じる見込みとなり

ました１,２９８万１,０００円について、現在の経済状況や平成２９年度に国民健康保険

の都道府県化が行われることが示されている状況などを踏まえ、税率改正により被保険者

に求めることは行わず、財政調整基金繰入金に財源を求める財源調整を行うものでござい

ます。 

 なお、このことによりまして、基金の残高は５,１５８万８,０００円となるものでござ

います。 

 １３ページ、歳出の補正額はございません。 

 なお、この補正予算につきましては、％月１９日開冬の第３回国 ຝ 運喿協議켚に諮嗗

し、原案のとおり答申をいただいているもხ でございますことを御報告させていただきま

す。Ѝ ㅾた ခ 参考資料２ペーズの資料２、平成２７并度国民健康保険溋業特別会計予

算総括資料につきヾしては、徬ほどお目通しを願〄ます。 

 ㅾた ခ 参考資料２ペーズの資料２、平成２７并度国民健康保険溋業特別会計予算総括

資料につきヾしては、徬ほどお目通しを願〄ます。 

㠀以上でございます。 

 続きまして、３０ページをお願いいたしまခ。 

 議案第３３号綅臼町国民健康保険﨎杁 ྋ の一部を改正する条例制宊について。 羅臼

町国民健店俽険砎条例の一部を改歳する条例ん、刦紙のへおり制定する。ĝ ３９ページ

をお願いします。 

 羅臼町国民健店俽険砎条例の一部を改歳する条例ん、刦紙のへおり制定する。ĝ ３９

ページをお願いします。 

 ３９ページをお願いします。 

 羅臼町䛽民탥康俕険税捡例の一部を改正す゛条例も 

 羅臼町国民健康俕険税睡例は一飩を欠の〈う∫改正す㊏。 

 改正の理由でございますが、地方税法施行令ま改正が行われ、国民健康保険税の課税限

度顏の見直し及び低所得脅に対す悋軽減措置の対象となる世帯の軽減判定についての見直

しが行われたせめ、所要の改歳を行うものでございます。 

 㑾た、国の法改正により、朁例陌剅笼１４項の改正ㅮうち「配当所得」を「利子所得、

配彛所得及び雑所得」に改める部刂に끤いて、噳成２８年１月１日から施行とする規䮚を

追加すわものでございます〢 

 改正冄厹罉につきましては、別冊の参考資料より説明させていただきますので、参考資

料４１ページの資料５をお開き願います。 

 改正の内容でございます。 

 資料の中段左側が現行、右側が改正後の内容を示しておりますが、改正となる項目は２
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点ございます。 

 １点目は、右側の点線で囲まれました、Ⅰ課税限度額の見直しでございます。 

 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を５１万円から５２万円、後期高齢者支

援金等課税額に係る課税限度額を１６万円から１７万円に、それぞれ１万円引き上げ、介

護納付金課税額に係る課税限度額を１４万円から１６万円に２万円引き上げ、課税限度額

の合計は８１万円から８５万円となるものでございます。 

 ２点目は、同じく右側の中段に経済動向を踏まえ、軽減判定所得を見直しでございま

す。 

 国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定

における被保険者の数に乗ずべき金額を２４万５,０００円から２６万円に、２割軽減の

対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を４５万円か

ら４７万円に、それぞれ引き上げるものでございます。 

 議案の３１ページにお戻りください。 

 改正条文でございます。 

 第２条第２項ただし書き中、５１万円を５２万円に改め、同条第３項ただし書中、１６

万円を１７万円に改め、同条第４項ただし書き中、１４万円を１６万円に改める。 

 第２３条中、５１万円を５２万円に、１６万円を１７万円に、１４万円を１６万円に改

め、同条第２号中、２４万５,０００円を２６万円に改め、同条第３号中、４５万円を４

７万円に改める。 

 附則といたしまして、施行期日、第１条、この条例は平成２７年４月１日から適用す

る。 

 適用区分、第２条、改正後の羅臼町国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成２６年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正。 

 第３条、羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正す

る。 

 附則第１条に、次のただし書きを加える。 

 ただし、附則第１４項の改正規定「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に

改める部分に限るは、平成２８年１月１日から施行する。 

 なお、この条例改正につきましても、５月１９日開催の第３回国保運営協議会に諮問

し、原案のとおり答申をいただいているものでございますことを御報告させていただきま

す。 

 また、参考資料４２ページから４３ページの資料６、新旧対照表につきましては、後ほ

どお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３１号及び議案第３３号の２件を採決します。 

 この採決は、１件ずつ起立によって行います。 

 議案第３１号平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第３１号平成２７年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別

会計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第３３号羅臼町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

制定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第３２号 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定につ 

いて 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） 日程第９ 議案第３２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 税務財政課長。 

○税務財政課長（高橋力也君） 議案の１５ページをお願いします。 

 議案第３２号、羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 １６ページをお願いします。 

 羅臼町町税条例等の一部を改正する条例。 

 今回の改正につきましては、去る３月３１日に交付となりました地方税法等の一部を改

正する法律第２号に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 改正条例につきましては、１６ページから２９ページに記載しておりますが、改正の内
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容につきましては、別冊としてお手元に配付してございます参考資料の３ページ、資料３

の羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定説明資料にて、主な改正要旨と適用関係に

ついて御説明申し上げます。 

 それでは、改正要旨の１番目、軽自動車税のグリーン化特例であります。 

 今回の軽課対象は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに新規取得した

一定の環境性能を有する軽四輪等について導入するものであり、軽課する年度も２８年度

のみとなっております。 

 対象車両及び軽課割合は下表にあるとおりでありまして、適用年月日は平成２７年４月

１日からであります。 

 次に、下段にある二輪車に係る税率の引き上げ時期、１年延期については、さきの臨時

会での専決処分で御説明したとおりでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 たばこ税の税率の特例であります。 

 改正の内容にもあるように、旧３級品の特例税率を平成２８年４月１日から平成３１年

４月１日までに４段階で税率引き上げを実施することとしました。具体的な引き上げ税率

は下表のとおりでありまして、適用年月日は平成２８年４月１日からであります。 

 附則として、施行期日、第１条、この条例は交付の日から施行し、平成２７年４月１日

から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 １号から３号までの詳細については、議案に記載のとおりでございます。 

 また、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税に関する経過措置として、第２条

から第５条までの詳細につきましては、議案に記載のとおりでございます。 

 以上でございますが、次の５ページから４０ページの資料４、羅臼町町税条例等の一部

を改正する条例新旧対象表につきましては、後ほどお目通し願います。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○議長（村山修一君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村山修一君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第３２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村山修一君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第３２号羅臼町町税条例等の一部を改正する条例制定につ

いては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 
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◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（村山修一君） これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２７年第２回羅臼町議会臨時会を閉会します。 

 ありがとうございました。 

午前１０時２９分 閉会 
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